
労働者派遣事業に関する情報提供 

 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の規定に従

い、下記事業所における労働者派遣事業に関する情報をお知らせいたします。 

 

対象期間：2023年8月1日～2024年7月31日 

事業所名称 ピープルソフトウェア株式会社 東京オフィス 

事業所の所在地 東京都港区西新橋1-1-1 10F WeWork 日比谷 FORT TOWER 

  

①  派遣労働者の数 ４名 

②  派遣先の数  ３社 

③  
労働者派遣に関する

料金額の平均額 
３１，１４８円（１日８時間当たり） 

④  
派遣労働者の賃金の

額の平均額 
１９，２３６円（１日8時間当たり） 

⑤  マージン率 

３８．２％ （計算式：（③－④）÷③×１００） 

マージン率には以下の費用などが含まれています。 

・教育研修中の賃金 

・事業主負担分の社会保険料 

・教育訓練費・福利厚生費 

・一般費 

・営業利益 

⑥  
教育訓練に関する事

項 

教育制度 

 

キャリア職制を段階的に定義し、各人の能力の過不足を

評価した上で、必要な教育を適時実施 

・セキュリティ研修（ＩＳＭＳ／ＰＭＳ） 

・専用システム関連研修 

・業務に関するOJT研修 

・社内ルール・商品知識研修 

賃金支給 有 

費用負担 なし 

⑦  
その他参考となると

認められる事項 

福利厚生 

・社会保険（雇用保険、健康保険、厚生年金保険） 
・休憩施設（リフレッシュコーナー） 

⑧  

派遣労働者の待遇の

決定に係る労使協定

を締結しているか否

かの別 

■労使協定を締結している 

・協定書の有効期間終期（2025年3月31日） 

・協定労働者の範囲 

システム設計技術者 

ソフトウェア開発技術者 

システム運用管理者 

通信ネットワーク技術者 

その他の情報処理技術者等 

 


